
令和 ５年 第 １ ３ 回

仙北市農業委員会臨時総会議事録

令和 ５ 年 １ 2月 20日 (水 )開 催

仙 北 市 農 業 委 員 会

令和 ５ 年 第 １ ３ 回仙北市農業委員会総会議事録

１ ． 開 催 日時 令和 ５ 年 12月 20日 （ 水 ） 午 後 4時 ～

２ ． 開 催場所 西木温泉ふれあいプラザ ク リ オ ン

３ ． 出 席農業委員 (１ ６ 人 )

仮 議 席 １ 番 齋藤 瑠璃子 仮議席 ２ 番 藤村 紀章

仮議席 ３番 千葉 智永 仮議席 ４ 番 藤川 健栄

仮議席 ５番 荒木田 浩生 仮議席 ６ 番 門脇 富士美

仮議席 ７番 大石 知 仮議席 ８ 番 佐藤 一也

仮議席 ９番 青柳 良信 仮議席 １ ０ 番 髙橋 政敏

仮議席 １ １ 番 小玉 均 仮議席 １ ２ 番 鈴木 八寿男

仮議席 １ ３ 番 髙橋 健 仮議席 14番 藤村 隆清

仮議席 15番 小田嶋 比左子 仮議席 １ ６ 番 草彅 良孝

４ ． 欠 席農業委員 （ １ 人 ）

仮 議 席 １ ７ 番 佐藤 孝典

５ ． 議 事日程

第 １ 開 会

第 ２ 仙北市長あいさつ

第 ３ 農業委員の紹介

第 ４ 臨時議長の選出

第 ５ 開議の宣告

第 6 仮議席の決定

第 ７ 議事録署名員指名



第 ８ 案件

（ １ ） 会 長 の互選について

（ ２ ） 会 長 の職務を代理する者の互選について

（ ３ ） 本 議 席の決定について

（ ４ ） 専 門 委員会の構成について

（ ５ ） そ の 他

第 ９ その他

第 １ ０ 閉 会

６ ． 事 務局職員

局 長 阿 部 聡 参 事 樫 尾 健

主 査 竹 下 義 博 主 事 浅 利 天 夢

７ ． 書 記

主 査 竹 下 義 博

８ ． 議 事録署名員

仮議席 １ 番 齋藤 瑠璃子 仮議席 ２ 番 藤村 紀章

９ ． 会 議の概要

阿 部 局 長 定 刻 に な り ま し た 。 た だ い ま よ り 改 選 後 初 の 仙 北 市 農 業 委 員 会 総 会 を は

じ め さ せ て頂 き ま す 。 農 業 委 員 会事 務 局 の 阿 部 で ござ い ま す 。 よ ろ し く お 願

い致 し ま す 。 （ 午 後 ４ 時 ）

本 日 の 総会は 、 仙 北市 長の招集 によ る総会 です 。 は じ め に 田口市 長か らご

挨拶を申 し上げます 。

田 口市長 《 市 長挨拶 》

阿 部 局 長 あ り が と う ご ざい ま し た 。 次 に 日 程 第 ３ 委員 の 紹介 に ついて に入 り ま

阿 部 局 長 す 。 こ ち ら か ら 、 仮 議 席 番 号 順 に お 名 前 を お 呼 び し ま す の で 、 ご 起 立 願 い

ます 。

阿 部局長 仮議席番号 １ 番 齋藤瑠璃子様

仮議席 １ 齋 藤 「 挨 拶 」

阿 部局長 仮議席番号 ２ 番 藤村紀章様

仮議席 ２藤村 「 挨 拶 」

阿 部局長 仮議席番号 ３ 番 千葉智永様

仮議席 ３千葉 「 挨 拶 」

阿 部局長 仮議席番号 ４ 番 藤川健栄様

仮議席 ４藤川 「 挨 拶 」

阿 部局長 仮議席番号 ５ 番 荒木田浩生様

仮議席 5荒木田 「 挨 拶 」

阿 部局長 仮議席番号 6番 門脇富士美様

仮議席 6門脇 「 挨 拶 」

阿 部局長 仮議席番号 7番 大石知様

仮議席 7大石 「 挨 拶 」

阿 部局長 仮議席番号 8番 佐藤一也様

仮議席 8佐藤 「 挨 拶 」

阿 部局長 仮議席番号 9番 青柳良信様

仮議席 9青柳 「 挨 拶 」

阿 部局長 仮議席番号 １ 1番 小玉均様

仮議席 １ １ 小 玉 「 挨 拶 」



阿部局長 仮議席番号 １ ２ 番 鈴木八寿男様

仮議席 １ ２ 鈴 木 「 挨 拶 」

阿 部局長 仮議席番号 １ ３ 番 髙橋健様

仮議席 １ 3髙 橋 「 挨 拶 」

阿 部局長 仮議席番号 １ ４ 番 藤村隆清様

仮議席 １ ４ 藤 村 「 挨 拶 」

阿 部局長 仮議席番号 １ ５ 番 小田嶋比左子様

仮議席 １ ５ 小 田嶋 「 挨 拶 」

阿 部局長 仮議席番号 １ 6番 草彅良孝様

仮議席 １ 6草 草彅 「 挨 拶 」

阿 部 局 長 仮 議 席 番号 １ ７ 番 佐 藤 孝 典委 員 に つ き ま し て は 、 本 日 欠 席 とな っ て お

り ます 。 （ 午 後 4時 １ ６ 分 ）

阿 部 局 長 次 に日程 第 ４ 臨 時 議 長 の選 任 に つい て で す が 、 本 件 に つ き ま し て は 、

田口市長よ りお諮 りをお願い致 し ます 。

田 口 市 長 そ れ で は 、 初 総 会 で す の で 、 総 会 招 集 者 で あ る 私 か ら 議 長 の 選 出 に つ

い て お 諮 り し ま す 。 臨 時 議 長 の 選 出 に つ い て は 、 地 方 自 治 法 第 １ ０ ７ 条 の

規 定を準 用 し 、 年 長委 員 に議 長を お願 い し た い と思い ま す が 、 ご 異 議ござ

いませんか 。

『 異 議 無 し 』 の 声 あり

田 口 市 長 異 議 な し と 認 め ま す 。 よ っ て 臨 時 議 長 に は 出 席 委 員 の 中 で 年 長 委 員 で

あ る 仮 議 席 番 号 １ ６ 番 の 草 彅 良 孝 委 員 を 選 任 致 し ま す 。 草 彅 良 孝 委 員 、 よ

ろ し く お願い致 し ます 。 （ 午 後 ４ 時 １ ８ 分 ）

阿 部 局 長 臨時 議長 は仮 議席 番 号 １ ６ 番 の 草 彅良 孝委 員に決 定 し ま し た 。 草 彅良孝

阿部局長 委員は議長席にご移動願います 。

阿 部局長 こ こで 、 田口市長は別件公務のため退席致し ま す 。

《 田 口 市長 退席 》 （ 午 後 4時 ２ ０ 分 ）

仮 議 席 16草 彅 た だいま 選任頂き ま し た 草彅良 孝です 。 本 日招集 され ま した改選 後の初

総 会 に あ た り ま し て 、 暫 時 の 間 、 臨 時 の 議 長 を 務 め さ せ て 頂 き ま す 。 委 員

各位 のご協 力を頂 き ま し て 無事 責任を果た した い と 思 っ てお り ま すので 、

格 別のご支援 、 ご 協力を賜りま すよ うお願い申 し上げま す 。

臨 時 議 長 そ れ で は た だ い ま よ り 令 和 ５ 年 度 第 １ ３ 回 仙 北 市 農 業 委 員 会 総 会 を 開

会 し ま す 。 本 日 の 欠 席 委 員 は １ 名 、 た だ い ま の 出 席 委 員 は １ ６ 名 で あ り 定

足数に達 してお りま す 。 こ れ よ り会議を開きます 。 （ 午 後 ４ 時 ２ １ 分 ）

議 事 の 進 行 に つ き ま し て は 、 仙 北 市 農 業 委 員 会 会 議 規 則 及 び 議 事 日 程

に従い 、 進行致 し ま す 。 こ れ にご異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の声 あ り

臨時議長 異議な し と認めます 。

そ れ で は 本 日 の 議 事 は お 手 元 に 配 布 し て お り ま す 日 程 表 に 基 づ き 進 め

てまいりま す 。

臨 時 議 長 そ れ で は 日 程 第 ６ 仮 議席 の 決 定に つい て を 上程 し ま す 。 議 事 進行 上 、

仮 議 席 を 指 定 し ま す 。 仮 議 席 は た だ い ま ご 着 席 の 議 席 、 年 齢 の 若 い 順 番

を指定 し ま す 。 こ れ にご異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の声 あ り

臨時議長 異議な し と認めます 。

よ っ て仮議席は このように決定 し ます 。 （ 午 後 4時 2４ 分 ）



臨 時 議 長 次 に 日 程 第 7 議 事 録 署 名 員 並 び に 会 議 書 記 を こ ち ら か ら 指 名 し ま す

臨時議長 が 、 ご 異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の 声 あり

臨時議長 異議な し と認めま す 。

議 事 録 署 名 員 は 仮 議 席 番 号 １ 番 齋 藤 委 員 、 仮 議 席 番 号 ２ 番 藤 村 委 員 の

両名を指名 し ます 。 会議書記には竹下主査を指名 し ま す 。

（ 午 後 4時 ２ ６ 分 ）

臨 時 議 長 次に日 程 第 ８ 案 件 １ 会 長 の 互選 に つ いて を 上 程 し ま す 。 事 務 局 よ り

説明を求めま す 。

阿 部 局 長 説 明 致 し ま す 。 農 業 委 員 会 等 に 関 す る法 律 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、

会 長 は委 員 が互選 し た 者を も っ て 充て る とい う 規定 とな っ て お り ま す 。 互

選方 、 よ ろ し く お願いいた し ます 。

臨 時 議 長 説 明 が 終 わ り ま し た 。 そ れ で は 互 選 の 方 法 を お 諮 り し ま す 。 仙 北 市 農 業

委 員 会 互 選 規 定 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定に よ り 、 単 記無 記 名 投 票を行 い 、 有 効

投票 の最多 数を得 た者 を当 選人と す る 。 た だ し 、 得 票数 が同数の 場合は く

じ で 定 め る 。 ま た 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 委 員 中 の 異 議 が 無 い と き は 、

互選 につき指名推薦の方法による ことができるとなっ てお り ます 。

阿 部局長 暫時休憩を願います 。

臨 時議長 暫時休憩と し ます 。 （ 午 後 ４ 時 ２ ９ 分 ）

臨 時 議長 休憩以前に遡り 、 議事 を再開 し ま す 。 （ 午 後 ４ 時 ３ ６ 分 ）

単 記無記名投票か指名推薦かどちらの方法がよいで し ょ う か 。

『 指 名 推薦 』 の 声あ り

臨 時議 長 ただいま 指名推薦 の発言が あ り ま し た が 、 会 長の互 選に つい ては 、 指 名

臨時議長 推薦と する こ とにご異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の声 あ り

臨 時 議 長 異 議 無 し と 認 め ま す 。 よ っ て 会 長 の 互 選 は 、 指 名 推 薦 に よ り 行 う こ と に

決定 し ま す 。 （ 午 後 ４ 時 ３ ７ 分 ）

臨 時議長 それでは会長候補の指名推薦をお願い し ます 。

臨 時 議 長 た だ い ま 、 仮 議 席 番 号 14番 藤 村 委 員 が 会 長 候 補 と し て 指 名 さ れ ま し た

が 、 他 に指名はございませんか 。

臨 時 議 長 他 に 指 名 が 無 い よ う で す の で 採 決 致 し ま す が 、 農 業 委 員 会 等 に 関 す る

法 律 第 ３ １ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 指 名 さ れ た 仮 議 席 番 号 14番 藤 村 委 員 の 退

席を求めま す 。

《 仮 議席番号 14番 藤村委員 退席 》 （ 午 後 ４ 時 ３ ９ 分 ）

臨 時議長 それでは会長互選の当選人についてお諮り し ます 。

被 指 名 人 仮 議 席 番 号 14番 藤 村 委 員 を 仙 北 市 農 業 委 員 会 会 長 当 選 人

と する こと にご異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の声 あ り

臨時議長 異議無 し と認めま す 。

よ っ て 仮議 席 14番 藤 村委 員を仙 北市 農業 委員 会会 長 の当 選人 す る こ と



に決定 し ま し た 。 退 席委員の復席を求めます 。 （ 午 後 4時 ４ １ 分 ）

《 仮 議 席番号 14番藤村委員 復席 》 （ 午 後 ４ 時 4１ 分 ）

臨 時 議 長 た だ い ま 仮 議 席 番 号 14番 藤 村 委 員 が 着 席 さ れ ま し た の で 、 仙 北市 農 業

委員会会長に当選 した ことを告知 し ます 。

仮 議 席 １ ４ 番 番 号 藤 村 委 員 は 、 当 選 の 承 諾 及 び ご 挨 拶 を そ の 場 で お 願

い し ま す 。

仮 議席 14番 藤村 《 新会長当選承諾及び挨拶 》

臨 時議長 あ りが と うござい ま した 。

そ れ で は 、 仙 北市 農業 委員 会会 議規 則第 ８ 条 の規 定 によ り 、 会 長 が 会議

の 議 長 とな る とあ り ま すの で 、 こ れ を も ち ま し て 臨 時議 長 の 職務 を終 わ ら

せ て い た だ き ま す 。 ご 協 力 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 新 会 長 は 議 長 席 に ご

着席 ください 。 （ 午 後 ４ 時 ４ ４ 分 ）

仮 議 席 14番 藤 村 会 長 に 選 任 さ れ ま し た の で 、 た だ い ま よ り 議 長 を 務 め さ せ て い た だ き

ま す 。 議 事 進 行 に つ き ま し て は 、 ご 協 力 を 賜 り ま す よ う よ ろ し く お 願 い 致

し ま す 。 ま た 、 私 が 秋 田 県 農 業 会 議 の 会 議 員 に就 任 す る こ と に な り ま す の

で 、 併せてよろ し く お願い致 し ま す 。

議 長 そ れ で は 、 日 程 第 ８ 案 件 ２ 会 長 の 職 務 を 代 理 す る 者 の 互 選 に つ い

て上程 し ます 。 事務局よ り説明を求めます 。

阿 部 局 長 日 程 第 ８ 会 長 の 職 務 を 代 理 す る 者 の 互 選 に つ い て 説 明 致 し ま す 。 農

業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 第 ５ 条 第 ５ 項 お い て 、 会 長 が 欠 け た と き 又 は 事

故 が あ る と き は 、 委 員 が 互 選 し た 者 が そ の 職 務 を 代 理 す る と 規 定 し て い

ま す 。 同 法 第 ５ 条 第 ５ 項 の 規 定 に 基づ き 、 職 務 を 代 理 す る委 員 が 互 選 し た

者について 、 互選 をお願い致 し ま す 。

議 長 説 明 が 終 わ り ま し た 。 そ れ で は 互 選 の 方 法 を お諮 り し ま す 。 仙 北 市 農 業

委 員 会 互 選 規 定 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 会 長 の 職 務 を 代 理 す る 者 の 互

選 方 法 に つい ては 、 同 規 定第 ３ 条 を 準用 す る と あ り ま すの で 、 会 長 互 選 の

例にならい 、 お 諮 り し ます 。

会 長 の 職 務 を 代 理 す る 者 の 互 選 方 法 に つ い て 、 投 票 、 推 薦 ど ち ら の 方

法がよろ しいで し ょ う か 。

『 指 名 推薦 』 の 声 あ り

議 長 た だ い ま 指 名 推 薦 の 発 言 が あ り ま し た が 、 会 長 の 職 務 を 代 理 す る 者 の

互選については 、 指名推薦とす る こと にご異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の声 あ り

議 長 異 議無 し と認 め ま す 。 よ っ て 会 長の 職務 を代理 す る者 の互 選は 、 指 名 推

薦によ り行 う こ と に決定 し ます 。 （ 午 後 ４ 時 ４ ７ 分 ）

仮 議席 ９青柳 「 挙 手 」

議 長 青柳委員ど うぞ

仮 議 席 ９ 青 柳 仮 議 席 番 号 ７ 番 大 石 委 員 を 会 長 職 務 代 理 者 の 候 補 と し て 推 薦 致 し ま す 。

議 長 た だ い ま 、 仮 議 席 番 号 ７ 番 大 石 委 員 が 会 長 の 職 務 を 代 理 す る 者 の 候 補

と し て指名されま したが 、 他に指名はございませんか 。

議 長 他 に 指 名 が 無 い よ う で す の で 採 決 致 し ま す が 、 農 業 委 員 会 等 に 関 す る

法律 第 ３ １ 条 の規定 に基 づき 、 指 名さ れた 仮議 席番号 ７ 番大石委 員の退 席

を求めます 。

《 仮 議席番号 ７ 番大石委員 退席 》 （ 午 後 ４ 時 ４ ８ 分 ）



議 長 そ れ で は 会 長 の 職 務 を 代 理 す る 者 の 互 選 の 当 選 人 に つ い て お 諮 り し ま

す 。

被 指 名 人 仮 議 席 番 号 ７ 番 大 石 委 員 を 仙 北 市 農 業 委 員 会 会 長 の 職 務 を

代理する者の当選人と する こと にご異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の 声 あり

議 長 異議無 し と認めます 。

よ っ て 仮 議 席 番 号 ７ 番 大 石 委 員 を 仙 北 市 農 業 委 員 会 会 長 の 職 務 を 代 理

する者の当選人する こ とに決定 し ま し た 。 退席委員の復席を求め ます 。

（ 午 後 4時 ５ ０ 分 ）

《 仮 議 席番号 ７ 番大石委員 復席 》 （ 午 後 ４ 時 ５ ０ 分 ）

議 長 た だ い ま 仮 議 席 番 号 ７ 番 大 石 委 員 が 着 席 さ れ ま し た の で 、 仙 北 市 農 業

委員会会長の職務を代理す る者に当選 した ことを告知 し ま す 。

仮 議 席 番 号 ７ 番 大 石 委 員 は 、 当 選 の 承 諾 及 び ご 挨 拶 を そ の 場 で お 願 い

し ます 。

仮 議席 ７ 番大石 《 新 会長当選承諾及び挨拶 》

議 長 あ り がと うござい ま した 。 ど うぞよろ し く お願い致 し ま す 。

（ 午 後 ４ 時 ５ ３ 分 ）

議 長 そ れでは日程第 ８ 案件 ３ 本議席の決定についてを上程 し ま す 。

仙 北 市 農 業 委 員 会 規 則 第 ７ 条 の 規 定 に よ り 、 最 初 の 会 議 に お い て ク ジ

に よ り こ れ を 定 め る と し て い ま す 。 な お 、 本 日 会 議 を 欠 席 し て い る 委 員 に

つ い て は 、 同 条 の 規 定 で 職 員 が 代 わ っ て ク ジ を 引 く こ と と な っ て い ま す 。

こ れにご 異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の声 あ り

議 長 異議無 し と認めま す 。

そ れ で は 欠 席 委 員 に 代 わ り 本 議 席 の ク ジ を 引 く 職 員 に つ い て お 諮 り し

ま す 。 当 該 職員 を本農 業 委員 会事 務局 職員 、 阿 部事 務局長 と す る こ と にご

異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の声 あ り

議 長 異議無 し と認めま す 。

ク ジの準備のため 、 暫 時休憩と し ます 。 （ 午 後 ４ 時 ５ ４ 分 ）

議 長 休憩以前に遡 り 、 議 事 を再開 し ます 。 （ 午 後 ４ 時 ５ ７ 分 ）

そ れ で は 仮 議 席 の 番 号 順 に 指 名 し ま す の で 、 自 席 で 本 議 席 を 決 め る ク

ジ を引いて ください 。 出 た番号を本議席番号と し ます 。

全 員 ク ジ を 引 き 終 わ り ま し た ら 、 決 定 し た 議 席 へ 移 動 を お 願 い し ま す 。

な お 、 会 長の本議席は １ ７ 番 と し ますが 、 ご 異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の声 あ り

議 長 異議無 し と認めま す 。

よ っ て会長の本議席は １ ７ 番 と 決定 し ま し た 。 （ 午 後 ４ 時 ５ ８ 分 ）

阿 部事務局長 名前を読み上げますので 、 ク ジを引いて ください 。

阿 部局長 仮議席番号 １ 番 齋藤瑠璃子様

仮議席 １ 齋 藤 「 ク ジ引 き 」

樫 尾参事 齋藤瑠璃子委員 本議席番号 １ 番

阿部局長 仮議席番号 ２番 藤村紀章様

仮議席 ２藤村 「 ク ジ引 き 」

樫 尾参事 藤村紀章委員 本議席番号 ３番



阿部局長 仮議席番号 ３ 番 千葉智永様

仮議席 ３ 千葉 「 ク ジ 引き 」

樫 尾参事 千葉智永委員 本議席番号 ５ 番

阿部局長 仮議席番号 ４ 番 藤川健栄様

仮議席 ４ 藤川 「 ク ジ 引き 」

樫 尾参事 藤川健栄委員 本議席番号 ９ 番

阿部局長 仮議席番号 ５ 番 荒木田浩生様

仮議席 5荒木田 「 ク ジ引 き 」

樫 尾参事 荒木田浩生委員 本議席番号 ８番

阿部局長 仮議席番号 6番 門脇富士美様

仮議席 6門脇 「 ク ジ引 き 」

樫 尾参事 門脇富士美委員 本議席番号 １ ４ 番

阿部局長 仮議席番号 7番 大石知様

仮議席 7大石 「 ク ジ引 き 」

樫 尾参事 大石知委員 本議席番号 １ ３ 番

阿部局長 仮議席番号 8番 佐藤一也様

仮議席 8佐藤 「 ク ジ引 き 」

樫 尾参事 佐藤一也委員 本議席番号 ６ 番

阿部局長 仮議席番号 9番 青柳良信様

仮議席 9青柳 「 ク ジ引 き 」

樫 尾参事 青柳良信委員 本議席番号 １ １ 番

阿部局長 仮議席番号 １ 1番 小玉均様

仮議席 １ １ 小 玉 「 ク ジ 引き 」

樫 尾参事 小玉均委員 本議席番号 １ ０ 番

阿部局長 仮議席番号 １ ２ 番 鈴木八寿男様

仮議席 １ ２ 鈴 木 「 ク ジ 引き 」

樫 尾参事 鈴木八寿男委員 本議席番号 ７番

阿部局長 仮議席番号 １ ３ 番 髙橋健様

仮議席 １ 3髙 橋 「 ク ジ引 き 」

樫 尾参事 髙橋健委員 本議席番号 ４ 番

阿部局長 仮議席番号 １ ５ 番 小田嶋比左子様

仮議席 １ ５ 小 田嶋 「 ク ジ引 き 」

樫 尾参事 小田嶋比左子委員 本議席番号 ２ 番

阿部局長 仮議席番号 １ 6番 草彅良孝様

仮議席 １ 6草 草彅 「 ク ジ引 き 」

樫 尾参事 草彅良孝委員 本議席番号 １ ５ 番

阿 部 局 長 佐 藤 孝 典 委 員 に つ き ま し て は 、 本 日 欠 席 で す の で 事 務 局 で ク ジ を 引

かせて頂きます 。

「 ク ジ 引き 」

樫 尾参事 佐藤孝典委員 本議席番号 １ ２ 番

議 長 ク ジ 引 き が 終了 し ま し た の で 、 各 委 員 は 本議 席 へ移 動 願い ま す 。 暫 時 休

憩 と し ま す 。 （ 午 後 ５ 時 ６ 分 ）

議 長 休憩以前に遡 り 、 議 事 を再開 し ます 。 （ 午 後 ５ 時 １ １ 分 ）

事 務 局よ り 決定 した本議席の朗読をお願い し ま す 。



阿部局長 それでは決まりま し た本議席を朗読致し ま す 。

１ 番 、 齋 藤瑠璃子委員

２番 、 小 田嶋比左子委員

３番 、 藤 村紀章委員

４番 、 髙 橋健委員

５番 、 千 葉智永委員

６番 、 佐 藤一也委員

７番 、 鈴 木八寿男委員

８番 、 荒 木田浩生委員

９番 、 藤 川健栄委員

１ ０ 番 、 小玉均委員

１ １ 番 、 青柳良信委員

１ ２ 番 、 佐藤孝典委員

１ ３ 番 、 大石知委員

１ ４ 番 、 門脇富士美委員

１ ５ 番 、 草彅良孝委員

１ ７ 番 、 藤村隆清委員

以上とな り ます 。

議 長 本議 席が 決定 し ま し た の で 、 以 後 こ の 議席で会議を持つ こ と と な り ま

す 。 よ ろ し く お願い し ます 。 （ 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ）

議 長 そ れで は日程 第 ８ 案件 ４ 専門委員 会の構 成に つい てを 上程 し ま す 。

事務局よ り 説明をお願い し ます 。

阿 部 局 長 仙 北 市 農 業 委 員 会 専 門 委 員 会 設 置 規 定 第 １ 条 に 農 業 委 員 会 内 に 専 門 委

員 会 を 設 置 す る こ と と し 、 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 で 農 地 専 門 委 員 会 、 農 政 専

門 委 員 会 を 置 く こ と と し て い ま す 。 な お 、 同 条 第 ２ 項 で 専 門 委 員 会 の 委 員

は 、 農 業委 員会の 会議で互選す る こ と 、 同 条第 ３ 項 で会 長及び会 長職務 代

理は両専門委員会に所属する ことと し てお ります 。

ま た 、 同 条 第 ４ 項 で 専 門委 員会 に専門 委員 の 互選 に よ り専門 委 員長 、 副

専 門委 員長 を置 く こ と と し て お り ま す 。 各 専門委 員会の 所管業務 について

は 、 第 ３ 条 第 １ 項 、 第 ２ 項で以下のとお り と し てお りま す 。

農 地 専 門 委 員 会 は 、 「 無 断 転 用 防 止 及 び 許 可 転 用 の 履 行 の 確 認 に 関 す

る 事 項 」 「 遊 休 農 地 及 び 耕 作 放 棄 地 の 調 査 及 び 利 活 用 に 関 す る 事 項 」 「 農

地 紛 争 等 に お け る 和 解 仲 介 調 整 活 動 に 関 す る 事 項 」 「 そ の 他 必 要 な 事 項 」

と な ってお ります 。

ま た 農 政 専 門 委 員 会 は 「 農 業 生 産 、 農 業 経 営 管 理 の 改 善 推 進 に 関 す る

事 項 」 「 農 業 生 産 法 人 （ 集 落 営 農 含 む ） 組 織 の 推 進 に 関 す る 事 項 」 「 そ の 他

必要な事項 」 と な ってお ります 。

説明は以上とな り ます 。

議 長 事 務 局 よ り 説明 が 終 わ り ま し た 。 専 門 委 員 会の 構 成 に つい て 、 ど の よ う

に決定 した ら よろ しいで し ょ う か 。

阿 部局長 説明の補足よろ しいで し ょ う か 。

議 長 阿部局長ど うぞ

阿 部 局 長 は い 、 お 手 元 の 資 料 に 「 農 業 委 員 会専 門 委 員 会所 属 調 べ 」 と し て 資 料 を

お渡 し し てお りま す 。

議 長 暫時休憩と し ます 。 （ 午 後 ５ 時 １ ８ 分 ）



議 長 休憩以前に遡り 、 会議 を再開 し ま す 。 （ 午 後 ５ 時 ２ ４ 分 ）

事務 局 よ り報告をお願い し ま す 。

阿 部 局 長 そ れ で は 休 憩 中 に 協 議 頂 き ま し た 各 専 門 委 員 会 に つ い て 事 務 局 よ り 報

告致 し ます 。

１ 番 、 齋 藤瑠璃子委員 農政専門委員会

２番 、 小 田嶋比左子委員 農地専門委員会

３番 、 藤 村委紀章員 農政専門委員会

４番 、 髙 橋健委員 農政専門委員会

５番 、 千 葉智永委員 農政専門委員会

６番 、 佐 藤一也委員 農地専門委員会

７番 、 鈴 木八寿男委員 農地専門委員会

８番 、 荒 木田浩生委員 農地専門委員会

９番 、 藤 川委健栄員 農政専門委員会

１ ０ 番 、 小玉均委員 農政専門委員会

１ １ 番 、 青柳良信委員 農地専門委員会

１ ２ 番 、 佐藤孝典委員 農地専門委員会

１ ３ 番 、 大石知委員 農地 ・ 農政専門委員会

１ ４ 番 、 門脇富士美委員 農政専門委員会

１ ５ 番 、 草彅良孝委員 農地専門委員会

１ ７ 番 、 藤村隆清委員 農地 ・ 農政専門委員会

議 長 た だ い ま 事 務 局 よ り 報 告 の あ り ま し た 各 専 門 委 員 会 の 構 成 に つ い て 、

ご 異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の声 あ り

議 長 異 議 無 し と 認め ま す 。 各 専門 委 員 会 の構 成 に つ き ま し て は 、 報 告 の とお

り 決定 し ます 。 （ 午 後 ５ 時 ２ ６ 分 ）

議 長 そ れ では 、 各 専門委 員会に分か れて 、 委 員 長及び副 委員長 を選 任 し て く

だ さ い 。 な お 、 選 任 後 各 委 員 会 か ら 選 任 結 果 を 報 告 す る 委 員 に つ い て も

併せて協議 くださるよ うにお願い し ます 。

協 議が済むまで暫時休憩と し ます 。 （ 午 後 ５ 時 ２ ７ 分 ）

議 長 休憩以前に遡 り 、 議 事 を再開 し ます 。 （ 午 後 ５ 時 ３ ３ 分 ）

そ れ ではは じめに 、 農 地専門委員会の選任結果の報告をお願います 。

１ １ 番 青柳 「 挙 手 」

議 長 １ １ 番 青柳委員 、 報 告をお願い し ま す 。

１ １ 番 青 柳 選 任 結 果 を 報 告 致 し ま す 。 農 地 専 門 委 員 長 に 鈴 木 八 寿 男 委 員 、 農 地 専

門副委員長に荒木田浩生委員と決定 し ま し た こ とを報告致 し ます 。

議 長 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 報 告 の と お り 農 地 専 門 委 員 長 は ７ 番 鈴 木 八

寿 男 委 員 、 農 地 専 門 副 委 員 長 は ８ 番 荒 木 田 浩 生 委 員 に 決 定 す る こ と に ご

異議ございませんか 。

『 異 議 無 し 』 の声 あ り

議 長 異 議 無 し と 認 め ま す 。 農 地 専 門 委 員 会 委 員 長 及 び 副 委 員 長 は 報 告 の と

お り決定する こと と し ま す 。 （ 午 後 ５ 時 ３ ５ 分 ）

議 長 次に農政専門委員会の選任結果の報告をお願い し ま す 。

１ 番齋 藤 「 挙 手 」



議 長 １ 番齋藤委員 、 報告をお願い し ます 。

１ 番 齋 藤 選 任結 果 を報告 致 し ま す 。 農 政 専門 委 員長 に小玉 均委 員 、 農 政専 門 副委

員長に千葉智永委員と決定 し ま し た こ とを報告致 し ます 。

議 長 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 報 告 の と お り 農 政 専 門 委 員 長 は １ ０ 番 小 玉 均

委 員 、 農 政 専 門 副 委 員 長 は ５ 番 千 葉 智 永 委 員 に 決 定 す る こ と に ご 異 議 ご

ざいませんか 。

『 異 議 無 し 』 の 声 あり

議 長 異 議 無 し と 認 め ま す 。 農 地 専 門 委 員 会 委 員 長 及 び 副 委 員 長 は 報 告 の と

お り決定す る ことと し ます 。 （ 午 後 ５ 時 ３ ７ 分 ）

議 長 次に議案第 ９ その他です 。 事務局よ り お願い し ます 。

阿 部局長 《 事務連絡 ・ 今 後の日程 》

議 長 こ れ で 令 和 ５ 年 第 １ ３ 回 仙 北 市 農 業 委 員 会 総 会 を 閉 会 致 し ま す 。 お 疲 れ 様

で した 。 （ 午 後 ５ 時 44分 ）

上 記の とお り会議の顛末を記載 し 、 相違 ない ことを認め 、 署 名する 。

令 和 ５ 年 １ 2月 ２ ０ 日

議 長

署 名 員 仮議席番号 １ 番

署 名 員 仮議席番号 ２ 番


